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【「学校力向上に関する総合実践事業」指定地域の取組】 

 

 

 

 

 

本道のへき地教育の現状（令和４年（2022 年）５月１日現在）（札幌市を含む） 

 道内にある公立小・中学校、義務教育学校数は、公立小学校が959校、公立中学校は554

校、公立義務教育学校は19校となっています。 

 その中で、へき地指定学校数は、公立小学校334校（34.8％）、公立中学校204校（36.8％）、

公立義務教育学校12校（63.2％）となっています。この数は、道内の公立小・中学校、義

務教育学校全体の35.9％に当たります。 

へき地級地別学校数 

 特別地 準へき地 １級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 計 割合 

小学校 

（全959校） 
17 57 127 88 29 10 ６ 334 34.8％ 

中学校 

（全554校） 
８ 39 84 52 13 ４ ４ 204 36.8％ 

義務教育学校 

（全19校） 
１ ０ ２ ２ ６ ０ １ 12 63.2％ 

 

複式学級の特性 

長所と思われること 課題と思われること 

◇ 学級の児童生徒が異学年で構成され、

学年の構成員が毎年変わる。 

◇ 児童生徒が互いに親密な関係をもっ

ている。 

◇ 少人数で、児童生徒一人一人に応じた

指導が行いやすい。 

◇ 協力者とリーダーという二つの立場

を経験できる。 

◇ 学年別の指導の場合、児童生徒は、教

師がつかない時間帯に、数多くの自学自

習を経験できる。 

◆ 学年や性別による児童生徒数にかた

よりがある。 

◆ 交流の相手が限定されるため、学習場

面で多面的に考えながら討議を展開す

ることなどが難しい。 

◆ 大きな集団での社会的経験の場や機

会が不足がちになる。 

◆ 児童生徒の年齢や学年が異なるため、

個々の能力差、個人差が大きい。 

 

いろいろな教育方法 

 

 

 

○ 合同学習 

 一つの学校で２学級

以上の児童生徒が学習

集団を編制し、一定の

人数の集団が必要な学

習や、異年齢集団のよ

さを生かした学習を展

開する教育方法を合同

学習と呼びます。（全校

音楽、全校体育など） 

 

○ 集合学習 
 近隣の２校以上の児童
生徒を一か所に集め、各
領域等の指導計画の一部
の学習活動を各学校の教
師の協力的な指導により
展開する教育方法を集合
学習と呼びます。２校以
上の児童生徒が共同で行
う学習（全習）が効果的
に行われるよう、各学校
での事前事後の学習（分
習）を適切に行うことが
大切です。 
 

○ 交流学習 

 学校規模や生活環境の

異なる学校（へき地の小

規模校と都市の大規模校

等）間で、姉妹校的な関

係を結び、それぞれの学

校が単独では体験できな

い学習や生活をさせる教

育方法を交流学習と呼び

ます。（手紙の交換、マ

ルチメディア会議システ

ム など） 
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